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公益財団法人 井内財団

２０２６年度 奨学金募集要項 

「大学(院)在籍留学生奨学金」  

公益財団法人 井内財団は、日本の大学もしくは大学院〔医学・歯学・臨床薬学・獣医学系を除く〕に在籍する私費外国 

人留学生の中から「大学(院)在籍留学生奨学金」の受給者（以下「奨学生」という）を下記の要項により募集する。  

記 

1. 応募資格

奨学金へ応募できる者は、ミャンマー国籍を有する私費外国人留学生(注１)で、２０２６年１０月１日現在において、

下記の要件をそなえる見込みのある者とする。

（１） 給付開始日における年齢が、大学生は、２７歳未満の者。 大学院生は、３５歳未満の者。

〔下記４.(２)の奨学金の給付期間が１年以上となる見込みであること〕 

（２） 学業優秀の他、異文化理解、コミュ二ケーション能力に対する姿勢や関心を持ち、心身ともに留学生活に耐えうる

健全な者。

（３） 日本で生活する上で、経済的な支援を必要とする者。

（４）過去に当財団から奨学金支給を受けたことがない者。

(５)大学（院）の授業料全額免除を受けない者。(在学中に授業料免除となった場合はその時点から受給資格を失う)

(６)奨学金の給付期間中において、当財団が主催する行事に出席できる者。

注 1：「私費外国人留学生」とは、出入国管理及び難民認定法別表第 1 に定める「留学」という在留資格により、

日本の大学、大学院において教育を受ける外国人学生で、日本政府から奨学金を受けていない者をいう。 

2. 奨学生採用予定人員

大学生(短期大学部含) ６名程度   大学院生 ２名程度 

※応募状況によりそれぞれの利用枠を変更する場合があります

3. 奨学金の特徴

（１）奨学金は、給付型とし、原則返還は要さないものとする。

（２）他の団体等の月額１０万円以内の奨学金（給付型・貸与型を問わない）との併給を可能とする。

ただし、併給不可である他団体等の奨学金とは併願しないこと。

（３）奨学生卒業後の就職、その他一切については、本人の自由とする。

4. 奨学金の給付内容

（１）奨学生として採用した者に対して、奨学金 月額 ３０,０００円を給付する。

なお、ダブルディグリープログラム（注２）の奨学生は、月額４０,０００円を給付する。

注２：「ダブルディグリープログラム」とは、２０１１年に我が国の大学と外国の大学間におけるダブル・ディグリー等、 

組織的・継続的な教育連携関係の構築に関するガイドラインの中で定義された「我が国と外国の大学が、 

教育課程の実施や単位互換等について協議し、双方の大学がそれぞれ学位を授与するプログラム」をいう。 

(２) 奨学金の給付期間は、２０２６年１０月から正規の標準修業年限の終期の属する期間までとする。
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5. 応募の手続き

（１）奨学金に応募する留学生は、申込書類(別紙様式①-１、①-２、①-３）に下記書類(ア～オ)を添えて、大学(院)が

指定する日までに在学する大学(院)宛に提出しなければならない。

記載については、所定の用紙内に収まるように記入すること。

なお、申込書類は、文字は黒色で、日本語（やむを得ない場合は英語、その場合は大学(院)側で和訳を添付）で

提出すること。

ア．推薦者・指導予定教員の推薦状（別紙様式②）

イ．在留カード（日本国政府発行）のコピー（表裏） (来日前の場合は来日後速やかに提出すること)

ウ．学業成績証明書

（入学予定者は直前の教育機関の証明書。博士後期課程は、修士修了時の成績証明書を提出） 

エ．ＧＰＡ証明書

（学業成績証明書に記載されている場合は省略可。無い場合は事前に事務局へ連絡すること） 

オ．在学証明書(入学予定者は入学許可証)

（２）大学(院)は、上記アの下段にある学長推薦書（別紙様式③）に押印し、２名以内で当財団に推薦する。

（３）応募締切日は、２０２６年 ７月 ２１日（火）とする。

【注意】 封筒に大学(院)担当者の氏名と電話番号を明記のこと。 申込書類等は、ホチキス等で留めないこと。

また、申込書類は給付の採否等いかなる理由でも返却しない。 

6. 選考フロー及び採否の通知

（１）選考委員会は、申込書類により選考を行い、理事会へ奨学生候補として推薦する。

（２）理事会は、奨学生候補の審査を行い奨学生として内定する。

（３）内定結果(採否)については、電子メールで、大学（院）あてに通知する。

（４）大学（院）は、内定者（申込者）へ結果とともに、奨学金の給付予定日を通知する。

（５）内定者は、大学(院)経由で誓約書、学生証（写し）、並びに日本国内の金融機関に開設した預金口座通帳（写し）を

当財団へ提出する。なお、新規入学者は、大学(院)の入学手続き日から２週間以内に該当書類を送付すること。

（６）当財団は上記(５)の書類内容を確認後、「決定通知書(原本)」を書留等にて大学(院)あてに郵送する。

なお、選考の経過および採否の理由は公表しない

7. 奨学金の休止・停止・期間短縮及び減額並びに復活

当財団は、給付確定後、奨学生に特別な理由がない限り、１週間以上の長期にわたって日本を不在にしたときには

奨学金の給付を休止・停止・給付期間短縮及び減額を行うことができる。

なお、大学(院)からの連絡により、上記理由が解消した場合は、復活もあり得る。

8. 奨学生の資格喪失等

当財団は、奨学生が次の各号の一つに該当すると認められる場合には、奨学生の資格を失わせることができる。

（１）申込書類の記載事項に虚偽が発見されたとき。

（２）大学(院)において懲戒処分を受け、又は成業の見込みがない(休学・留年を含む)と判断されたとき。

（３）申込時と異なる大学(院)に転学又は進学したとき。

（４）奨学生の学業又は性行等の状況により奨学生として適性を欠くと認められるとき。またその他当財団奨学生として

不適格な状態となったと判断されたとき。

（５）当財団理事会で奨学生の資格を失わせると判断したとき。
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 9.  転・退学  

当財団は、奨学生が退学又は他の大学（院）へ転学した場合には、奨学金の給付を辞退したとみなす。 

 

10. 奨学金の返還 

当財団は、奨学金の給付後において、前述の７．８．９．の各号に該当することが判明した場合には、既に給付した 

奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

 

11. 届出の義務 

大学（院）は奨学生に、次の各号の一つに該当する事情が生じた場合は、当財団へ届出なければならない。 

（１）傷病、その他の事故等により、１ヶ月以上欠席するとき。 

（２）休学、復学、転科、転学部及び退学したとき。 

（３）新たに他の奨学機関から給付を受けるとき。  

（４）身上、住所等、重要な事項に異動があったとき。 

（５）その他当財団が上記各号等について確認を求めたとき。 

 

12. 報告書の提出 

奨学生は、大学（院）を通じて当財団へ学業・研究等について、１年ごとに成績あるいは研究状況報告書（書式任意）を 

提出しなければならない。 また卒業による奨学金の給付終了時には卒業修了証明書を提出すること。 

 

13. その他留意事項 

大学(院)は、本制度による奨学生に対し、各自において留学等に関する情報収集に努めるようご指導ください。 

加えて、留学中は、安全管理健康管理に努めるよう指導ください。留学中における事故、疾病等に、当財団では費用の 

負担等は行いません。必ず、保険等に加入するようご指導ください。 

 

14. 個人情報の取扱い 

提出された個人情報は、当財団の奨学生としてホームページ上で公開することをはじめ、本制度実施のために利用さ

れます。また、行政機関及び公益法人等から奨学金等の重複受給の防止等のために照会があった場合は必要に応じ

て提供されます。その他、この利用目的の適正な範囲において、大学(院)・在外公館・行政機関・公益法人及び業務委

託先等に必要に応じて提供され、その他の目的には利用されません。 

 

15. 応募書類ならびに本件照会先  

〒５３０－００４３  大阪市北区天満４－１５－５ ４F  

            公益財団法人 井内財団 事務局 

            Tel: ０６-４３０１-３０９０  e-mail: iuchi_myanmar@iuchizaidan.or.jp 

 

本件に関する照会は、応募書類を提出する大学(院)経由でお問合せください。 

応募者からの直接問い合わせは受けません。 

 

                                                                               以   上 
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